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第１章 総合計画策定にあたって 
１．計画策定の目的 

本市の総合計画は、あらゆる時代の変化があっても、進むべき方向を見失わずに市政運

営を展開するための長期的な指針であり、行財政運営の最上位計画と位置付けています。 

第２次神埼市総合計画（前期基本計画）の終了年度を迎えることから、前期基本計画

における施策の進捗状況や社会環境の変化に対応した見直しを行い、第２次神埼市総

合計画（後期基本計画）を策定します。 

 

２．計画の構成 
総合計画は、基本構想、基本計画によって構成され、基本計画に基づいて実施計画を

作成します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．計画の期間 
後期基本計画の計画期間は、下図のように 2023（令和５）年度から 2027（令和９）

年度までの５か年です。基本計画に基づいて、実施計画（概ね３か年）を作成します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

■神埼市総合計画（後期基本計画）の構成 

■計画の期間 
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第２章 基本構想の概要 
第 2 次神埼市総合計画の基本構想（将来像、基本理念、まちづくりの基本方針）を

体系図で示します。 
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第３章 基本計画の概要 
第 2 次神埼市総合計画（後期基本計画）のまちづくり基本方針ごとに、主な取組み・事

業等を一部抜粋して示します。 

 

 
基本方針① 子育てから介護まで、誰もが安心して暮らせる環境を充実させる 

①-1 高齢者福祉の充実 ●高齢者の生きがいづくりの創出と社会参加の促進 
●在宅医療・介護連携の推進 

①-2 子育て支援・児童福祉
の充実 

●子育て支援センターによる子育て支援の取組みの充実 
●子育て世代包括支援センターによる妊娠・出産・子育て相 
  談体制の充実 

①-3 地域福祉の推進 ●地域福祉計画の推進 
●重層的支援体制整備事業の推進 

①-4 障がい者福祉の充実 
●障がい福祉サービス、障がい児福祉サービス、相談支援の充実 
●佐賀地区自立支援協議会設置圏域における関係機関と連携し 
  た障がい者の地域生活支援拠点等の充実 

①-5 保健・健康づくり・食育
の推進 

●食育・食生活改善の推進 
●健康診査の受診勧奨及び健康診査に基づく保健指導の充実 

①-6 スポーツ活動の推進 ●神埼市スポーツ協会の運営支援 
●スポーツ大会等における参加助成 

基本方針② 市民の日常生活を支える商業等の利便性を高める 

②-1 身近な商業機能の強化 
●神埼市商工会等の関係機関と連携した商工業振興の事業展開 
  や経営に関する相談、各種融資制度の充実 
●空き店舗の利活用によるまちなかの賑わいの創出 

②-2 地域公共交通の充実 ●地域内における移動手段の維持、利便性の向上 
●鉄道ネットワークの維持とサービスレベルの確保 

基本方針③ 市民の暮らしを守り、支え合う、災害に強いまちづくりを進める 

③-1 消防・防災機能の強化 ●消防・防災体制の整備・充実 
●地域住民の防災意識の普及啓発と自主防災組織の育成強化 

③-2 防犯・交通安全の強化 
●交通安全の広報・啓発活動の強化及び交通指導員の確保と資 
  質向上 
●防犯施設等の整備促進 

③-3 消費生活環境の保全 ●消費者トラブルの救済 
●消費生活に関する情報提供及び消費者意識の啓発 

基本方針④ “神埼市”で暮らし続けられる、暮らしたくなる環境をつくる 
④-1 住環境整備、空き家等の

対策 
●公営住宅の修繕、改善、建替え等の推進 
●空き家調査、管理及び利活用の推進 

④-2 移住・定住促進対策の充
実 

●移住・定住の促進に資する情報発信と仕組みづくり 
●住生活の基盤づくりに資する支援 
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基本方針⑤ まちの誇りを育む教育・学習の充実と歴史・文化を継承していく 

⑤-1 学校教育の充実 ●学力向上、生徒指導に対する学校支援の推進 
●小・中学校の ICT 教育環境の整備及び推進 

⑤-2 生涯学習の推進 ●公民館等での各種教室・講座の充実 
●市民の読書意欲の高揚と読書活動（家読

う ち ど く

モデル事業）の推進 

⑤-3 歴史・文化の保存・活用 ●市全体及び指定文化財個別の保存活用計画の策定 
●各地区や保存団体による市内指定文化財の維持管理の促進 

基本方針⑥ 豊かな自然を保護、活用する 

⑥-1 脱炭素施策の推進 ●地球温暖化対策実行計画の強化、取組みの実施 
●環境美化活動の推進 

⑥-2 計画的土地利用の推進 ●神埼市国土利用計画に基づく土地利用の推進 
●ＪＲ神埼駅周辺の拠点形成、都市施設整備 

⑥-3 自然環境・歴史的環境の
保全・活用 

●適正な森林整備による流域の水源かん養機能や山地災害防止 
  機能の維持増進 
●公園施設長寿命化計画等に基づく公園施設の修繕・整備 

基本方針⑦ 地域資源を活かした、魅力ある観光・交流のまちづくりを進める 

⑦-1 観光振興策の充実 ●市内観光資源のネットワーク化による観光ルートの整備 
●滞在型・通年型観光メニューの構築 

⑦-2 まちの情報発信・シティセー
ルスの強化 

●神埼市地域資源データベースの充実とデジタルミュージアム「かんざき 
  ＠NAVI」等による情報発信 
●市政、暮らし、イベント、観光、特産品等の情報発信による誘客や 
  移住等の促進 

⑦-3 国際化の推進 ●友好姉妹都市「フランスボークール市」との文化・経済交流等の推進 
●王仁博士の生誕地「韓国霊岩郡」との交流事業の実施 

 

 
基本方針⑧ 農業や地場産業を活かした、特徴ある産業を育成する 

⑧-1 農林水産業の振興 ●集落営農組織等の育成支援及び法人化の指導・推進 
●スマート農業の推進 

⑧-2 地場産業・伝統産業の振 
     興 

●商工業の事業展開、経営に関する相談、各種融資制度の充実 
●新技術開発及び新規事業化 

⑧-3 特産品開発、地産地消の 
     推進 

●新たな商品開発、販路拡大 
●生産者増加による出品物の確保 

⑧-4 まちなか活性化 ●中心市街地の歴史・文化遺産を活かした交流の場の提供 
●重要遺産・景観の保存整備と活用 

基本方針⑨ 新産業の育成や新たな企業誘致により雇用を創出する 

⑨-1 企業誘致の推進 ●企業誘致のための情報収集及び発信、企業訪問活動の実施 
●新たな工業団地開発計画の推進 

⑨-2 新産業育成、創業支援
等の強化 

●神埼市創業支援事業計画に基づく創業者への支援 
●新商品開発及び特産品の販路拡大 
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基本方針⑩ 計画的な都市基盤の整備を進める 

⑩-1 道路整備 ●国道及び県道に接続する一級市道等の道路改良、補修の実施 
●縦断幹線道路の整備 

⑩-2 上・下水道整備 ●公共下水道の整備及び接続の推進 
●水資源の有効活用及び節水意識の啓発 

⑩-3 高度情報通信基盤整備 ●eLTAX を利用した効率的な納税管理 
●地域情報化推進のための高度情報通信基盤の整備 

⑩-4 公共施設整備 ●公共施設等総合管理計画及び個別計画の推進 
●公共施設へのデマンド監視装置の設置及び省エネ意識の醸成 

基本方針⑪ 市民と行政の協働のまちづくりをさらに進める 
⑪-1 市民参画・協働の推進、

拠点づくり 
●自主的な活動を行う市民団体への助成 
●市役所本庁舎等を市民活動の拠点として活用 

⑪-2 地域の絆・コミュニティづく
り 

●コミュニティ施設の充実を図るための助成の検討 
●地域住民を対象とした上・下流交流の推進 

⑪-3 人権教育・啓発、男女共
同参画の推進 

●人権に関する教育・啓発活動の推進 
●審議会等への女性登用の推進 

 

 
基本方針⑫ 効率的かつ効果的な行財政運営を行う 

⑫-1 市民サービスの向上 ●クレジットカードやインターネットを利用した納税環境の整備 
●市役所におけるワンストップサービスの充実 

⑫-2 デジタル化・事務の効率
化の推進 

●国、県、市町等との各種データ連携の推進 
●事務作業のアウトソーシングの推進 

⑫-3 職員の育成、意識改革 ●公文書管理方法等の啓発と研修の実施 
●市職員のスキルアップにつながる各種研修の実施 

⑫-4 健全な財政運営 ●財政計画の策定及び健全な財政運営の推進 
●事業の選択と集中による身の丈に合った財政運営 

 
 

総合計画の基本施策は、ＳＤＧｓ（※）の目標と方向性が一致しているため、基本方針

とＳＤＧｓの関係を次頁の表で示します。 
 

※ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取

り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015 年

の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」の中で掲げられました。2030 年を達成年限とし、17 の目標（ゴール）

から構成されています。【資料：外務省ホームページ】 

基本方針とＳＤＧｓの関係 



7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■基本方針とＳＤＧｓの関係 
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神埼市の人口特性 

１．神埼市の人口動向 

本市の人口は、2020（令和２）年の国勢調査では 31,022 人となっています。2000

（平成 12）年まで増加傾向にありましたが、2005（平成 17）年に減少傾向に転じ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．産業別就業人口 

 本市の就業人口は、2015（平成 27）年の 15,837 人から 2020（令和２）年の

15,239 人へと減少し、産業別では、第 1 次産業が 1,198 人、第 2 次産業が 4,047

人、第 3 次産業が 9,419 人と全ての産業で減少しています。 
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